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利用料金表（短期入所）<基本型> 

A: 介護保険負担                                                1日当たりの単位 

 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 

 

施設ｻｰﾋﾞｽ費 830 753 880 801 944 864 997 918 1,052 971 

サービス体制加算 22 22 22 22 22 

             A:介護保険負担合計にＢ・Ｃが加算されます（＊下記参照） 

介護給付対象外                                                     単位：円 

 

居住費 650 1,800 650 1,800 650 1,800 650 1,800 650 1,800 

食費（朝） 450 450 450 450 450 

食費（昼） 630 630 630 630 630 

食費（夕） 520 520 520 520 520 

●日用品費   396～   396～   396～   396～   396～ 

教養娯楽費 300 300 300 300 300 

＊室料差額（個室） --- 2,530 --- 2,530 --- 2,530 --- 2,530 --- 2,530 

＊室料差額（２人室）  2,200 --- 2,200 --- 2,200 --- 2,200 --- 2,200 --- 

＊Ａ：介護保険 1割負担の合計 (一定以上の所得のある方は２割～３割負担となります) 

Ｂ：介護職員等処遇改善加算（７．５％）   

C：地域区分加算(１．０１４倍)     ●日用品費は、業者委託になります。 

  

A: 介護保険負担の項目(一定以上の所得のある方は２割～３割負担となります) 

① 認知症ケア加算(認知専門棟のみ) １日 ７６単位 

② 夜勤職員配置加算(認知専門棟のみ) １日 ２４単位 

③ 個別リハビリテーション実施加算 １日 ２４０単位 

④ 療養食加算 １回 ８単位 

⑤ 送迎加算 片道 １８４単位 

⑥ 総合医学管理加算 １日 ２７５単位 

⑦ 口腔連携強化加算 １回 ５０単位 

     ● 状況に応じて、上記以外に別途加算される項目があります。 

        詳しくは、「利用者負担説明書」に記載しています。 

＜ その他 ＞ 

 ① 理美容代 １回 ２,９００円  

＊ ② 電気代 １日 ５５円 より 

＊ ③ 各種診断書・証明書代  １,１００円 より 

＊ ④ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種  実費  

＊ ⑤ 写真代  実費  

 ☆ ＊印の項目は消費税込みの総額表示になっています。 

 ☆ 昼食代は１０時・１５時のおやつ代も含みます。 

 ☆ おむつ代は施設サービスに含まれますので、個人負担はありません。 

介護老人保健施設 ケアパーク江南 
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利 用 者 負 担 説 明 書 

 

１． 介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険(及び介護予防)の給付

にかかる通常１割（一定以上の所得のある方は負担割合が２割～３割の方もいます）の

自己負担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な室料、

日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、クラブ等で使用する材料費、診

断書等の文書作成費等）を利用料としてお支払いいただく２種類があります。 

２． 介護保険(及び介護予防)の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望され

るサービス（入所、短期入所療養介護〔介護予防短期入所療養介護〕、通所リハビリテー

ション〔介護予防通所リハビリテーション〕）ごとに異なります。 

３． 利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険(介護予防)給付の自己負担額は、

施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認

知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も施設ごとの設定となっております。当施設の

利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。 

４． 介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅に

いて種々のサービスを受ける居宅サービス(及び介護予防サービス)がありますが、それぞ

れ利用方法が異なっています。 

５． 施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所

療養介護(介護予防短期入所療養介護)、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリ

テーション)は、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス(介護

予防サービス)計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることが

できませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス(介護

予防サービス)計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場

合は、居宅支援サービス(介護予防サービス)計画に記載されているか、いないかをご確認

ください。 

６． 各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援センタ

ー〕）に作成依頼することもできます。 

７． ご不明な点、また詳細については、担当の支援相談員にお尋ね下さい。 
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利用者負担 ＜ 短期入所療養介護 ＞ 

１  保険給付の自己負担額 

施設サービス費 <基本型> 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、また個室利用によって利用料が異なります。

また、すべての単位数に地域区分加算１．０１４が加算されます。） 

 

       多床室(２人室・４人室)       個室 

  ・要介護１     ８３０単位/日     ７５３単位/日 

  ・要介護２     ８８０単位/日     ８０１単位/日 

  ・要介護３     ９４４単位/日     ８６４単位/日 

  ・要介護４     ９９７単位/日     ９１８単位/日 

  ・要介護５    １,０５２単位/日     ９７１単位/日 

 

＊個別リハビリテーション実施加算     １日 ２４０単位 

      理学療法士等が個別リハビリテーションを行った場合に加算します。 

＊認知症ケア加算             １日  ７６単位 

２階の認知症専門棟に入所される方に加算されます。 

    ＊夜勤職員配置加算             １日  ２４単位 

      夜勤を行う職員の配置が勤務条件に関する基準を満たしていることへの加算です。 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算    １日 ２００単位 

在宅での対応が困難であり、緊急に短期入所した場合、利用開始した日から      起

算して７日を限度として加算します。 

＊緊急短期入所受入加算          １日  ９０単位 

  居宅サービス計画で行うこととなっていない短期入所療養介護を緊急に受けることが必要と

認められた利用者に、利用開始日から 7日間を限度として加算します。 

  やむを得ない事情がある場合は 14日間加算できます。 

＊若年性認知症利用者受入加算       １日 １２０単位 

  若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合に加算します。 

＊重度療養管理加算            １日 １２０単位 

  厚生労働大臣の定める状態にある要介護４及び５の利用者に限り、計画的な医学的管理、療

養上必要な処置を行った場合に加算します。 

＊送迎加算                片道 １８４単位 

      利用者の居宅と事業所との間の送迎を行った場合に加算されます。 

    ＊総合医学管理加算            １日 ２７５単位 

      治療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行い、その内容を診療録に記

載した場合１０日間を限度として算定します。 また、かかりつけ医に対し、利用者の同意

を得て、診療情況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行います。 

    ＊口腔連携強化加算            １月に 1回  ５０単位 

      事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対

し、当該評価の結果を情報提供した場合に加算します。 

＊療養食加算               １回   ８単位 



  2024.6.1 改定 

      管理栄養士の管理により、入所者の年齢、心身の状況に応じて適切な栄養量と内容の療養食

を提供する場合の加算です。 

 

＊緊急時治療管理             １日 ５１８単位 

短期入所者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行なった場合に１月に３日を限

度として加算されます。 

    ＊生産性向上推進体制加算(Ⅱ)       １月  １０単位  

      利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会を定期的に開催し、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動をおこなって

いることへの加算です。 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ      １日  ２２単位 

      当施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格者の占める割合が８０％以上、または勤

続 10年以上の介護福祉士が３５％以上であることの体制加算です。 

    ＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)  

      介護職員に対して、厚生労働大臣が定める基準に適合した賃金の改善等を実地していること

への加算です。介護サービス単位数の合計に７.５％加算されます。 

 

２  利用料 ＜ 短期入所療養介護 ＞ 

  ① 食費 ＊ 

    ・朝食 ４５０円 

    ・昼食 ６３０円 （１０時・１５時のおやつも含む） 

    ・夕食 ５２０円 

     （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

 

  ② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり）＊ 

     ・個室           １，８００円 

     ・多床室（２人室・４人室）    ６５０円 

    （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住

費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

 

＊上記①「食費」及び②「滞在費」において、「国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）

の利用者の自己負担額」が変更になります。 

 

③ 入所者が選定する特別な室料／１日（認知症専門棟は除きます。） 

個室をご利用の場合                      ２，５３０円 

多床室(２人室)をご利用の場合                               ２，２００円 

なお、個室・２人室をご利用の場合、外泊時にも室料をいただくこととなります。 

④ 日用品費(入所セット)／１日  

 Ａセット                              ３９６円 

  バスタオル・フェイスタオル等のほかにアメニティーグッズを業者委託にて提供します。 

 Ｂセット                              ６１６円 
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  ご希望のある方は、Ａセットに追加して衣類を業者委託にて提供します。 

 オプションプラン(業者委託)  

  ご希望のある方は、ＡセットまたはＢセットに追加することができます。 

  肌着セット                                 ７７円 

  靴下セット                            ４４円 

  ジャケットセット                         ５５円 

⑤ 教養娯楽費／１日                                          ３００円 

 クラブ活動やレクリエーションのために施設で調達し、提供する材料費としてお支払いいただ

きます。 

⑥ 理美容代/1回                                             ２，９００円 

    理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

⑦ 電気代/1日（１器具につき）                      ５５円 

   テレビ・ラジオ・電気毛布・電気アンカ等使用する場合にお支払いただきます。 

⑧ 各種診断書・証明書代                     １，１００円～ 

   特養診断書等の文書の発行に係る代金です。診断書・証明書の内容によって金額が異なります。 

⑨ インフルエンザ予防接種代/1回                     実費 

  インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合にお支払いい

ただきます。 

  ⑩ 写真代                                実費 

     写真を希望した場合にお支払いただきます。 

⑪ その他の費用 

   利用者の依頼により私物を施設で立て替えて購入した場合にお支払いただきます。 

 

※ ③、④、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫は消費税込みの総額表示となっています。 
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《 資料１ 》 

 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 

に該当する利用者等の負担額 
 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の利用者

には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の認定を受

けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介

護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が

判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料を

お支払いいただくことになります。（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第１・第

２・第３段階にある次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けてお

られる方 

【利用者負担第２段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80万円以下の方 

【利用者負担第３段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

（課税年金収入額が 80万円超 266万円未満の方など） 

  

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所しそ

の利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用者負担第３

段階」の利用料負担となります。 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

負担額一覧表（１日当たりの利用料） 

  食 費 

利用する療養室のタイプ 

ユニット型個室 
ユニット型準個室 

多床室 
従来型個室 

利用者負担第１段階 ３００ 
８２０ ４９０ 

０ 

利用者負担第２段階 ３９０ 
３７０ 

利用者負担第３段階 ６５０ １，６４０ １，３１０ 

 


